
・広域利用の協定を締結している市町村では、居住市町村以外の施設（病児対応型・病後児対応型）
も利用できるようになります。

広域利用とは

新潟地域で病児保育の広域利用が始まります！

病児保育とは

・こどもが病気の際、家庭で看護・保育ができない保護者に代わり一時的に預かる事業です
(1) 病児対応型 ：病気の「回復期に至らない場合」で、当面の症状の急変が
  認められない場合においてこどもを預かる
(2) 病後児対応型：病気の「回復期」で、集団保育が困難な期間においてこどもを

  預かる
※この他に、こどもが保育中に体調不良となった場合に、保育所等において、
緊急的・保健的な対応を図る「体調不良児対応型」、看護師等が自宅へ訪問
する「訪問型」があります

・病児・病後児保育施設は、原則として当該市町村の住民を利用対象としています
（市町村によっては、他市町村からの通勤者等も利用可）

広域連携のポイント

・いつも利用している病児保育施設が満員の場合でも、近隣市町村の施設を利用できます。

・通勤先や受診する医療機関に近い、他市町村の施設も利用できます。

⇒ 保護者の利便性が大きく向上します！
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新潟地域12市町村 病児保育広域利用施設

病児施設     3

病後児施設           3

病児・病後児施設 15

計     21

市町村

新潟市 ９ 2

三条市 ２

新発田市 1

加茂市・田上町 １

燕市 １

五泉市 1

阿賀野市 1

胎内市 １

聖籠町 １

弥彦村

阿賀町 1

令和８年４月１日

広域利用開始日

新潟県 新潟市 三条市 新発田市 加茂市 燕市 五泉市 阿賀野市 胎内市 聖籠町 弥彦村 田上町 阿賀町
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病児保育の利用の流れ（例）

Ａ市

①事前登録

事前登録情報共有

②受診

③予約・利用

利用申込書医師連絡票

Ａ市役所

医療機関

病児保育施設

医師連絡票

B市

Ｂ市役所

①事前登録 病児保育施設

③予約・利用【広域利用】

利用申込書医師連絡票

事前登録情報共有

負担金

A市民

利用料金 利用料金

広域利用
状況報告
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病児・病後児対応型 病児のみ対応型

病後児のみ対応型

新潟地域 病児保育施設一覧
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